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   東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 東大和市国民健康保険税条例（昭和３５年条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

 付則第１６項を付則第１７項とし、付則第１５項の前の見出しを削り、同項を付則

第１６項とし、付則第１４項の次に次の見出し及び１項を加える。 

 （基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に係る被保険者均

等割額の特例） 

１５ 当分の間、世帯主が第２３条の規定により国民健康保険税を減額された場合、

第５条、第８条及び第１０条に規定する額の１００分の３０に相当する額を減額す

る。 

   附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の東大和市国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 

 


